
令和８年度
坂出市一般廃棄物処理実施計画

計画策定の意義
　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により
　令和８年度の一般廃棄物の収集、運搬及び処分について定める
　一般廃棄物処理実施計画を策定する。

計画期間
　本計画の計画期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間とする。

第１部　　ごみ処理実施計画

1 計画対象区域
　本計画の対象区域は坂出市全域とする。

2 計画対象人口及び世帯（一般廃棄物処理基本計画より）
49,509 人

3 一般廃棄物（ごみ）の発生量及び処理量の見込み（一般廃棄物処理基本計画より）

発生量 （単位:ｔ）
14,870.92

生活系総ごみ 10,498.22
10,386.00

可燃ごみ 6,682.21
不燃ごみ 819.33
資源ごみ 2,634.36
その他のごみ 98.49
粗大ごみ 147.82
家電４品目 3.79

112.22
事業系ごみ 4,372.70

可燃ごみ 4,292.40
不燃ごみ 43.80
資源ごみ 18.25
その他のごみ 18.25

処理量 （単位:ｔ）
14,870.92
11,630.35
10,974.61

655.74
1,423.29

10,870.72
73.10%

1,753.84
11.79%
785.76

紙類 785.76
855.86

紙製容器包装 0.00
金属類 382.14
ガラス類 271.34
ペットボトル 98.36
容器包装プラスチック 90.45
その他 13.57

112.22
紙類 76.60
紙製容器包装 29.39
金属類 2.67
ガラス類 0.00
布類 3.56

2,246.36
15.11%
224.99

1,423.29
598.08
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